
 

令和 8 年度 

宍 粟 市 水 質 検 査 計 画 
 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宍 粟 市 

1/32



水 質 検 査 計 画  

水質検査は、水質基準に適合し安全である事を確認するため、水道法施行

規則第 15 条第 6 項で「水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画

を策定しなければならない」と規定されています。  

この水質検査について、どの場所でどのような項目をどれくらいの頻度で

行うかなどを定めたものが水質検査計画です。  

 

１．基本方針  

水道水が水質基準に適合し、安全であることを保障するために、以下の方

針で水質検査を行います。  

（１）検査地点  

水道法で義務づけられている水道水の検査を浄水場などの系統を代

表する蛇口（給水栓）で行います。  

（２）検査項目  

検査項目は、水道法で義務づけられている項目及び水質管理上必要と

判断した項目について行います。  

（３）検査頻度  

水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査につ

いては、給水栓で毎日行います。  

水質基準項目の検査は、概ね月１回以上行うこととされている項目に

ついては月１回、その他の項目は、概ね３ヶ月に１回とします。  
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山崎町 

２．水道事業の概要 

宍粟市山崎町は、上寺浄水場と戸原浄水場があります。 

上寺浄水場では地下水と揖保川水系の表流水を水源とし、表流水を今宿水源地（浅井戸）に

取り入れています。 

また、新水源として、中井水源地、段水源地の２箇所で取水を行っており、どちらもポンプ

により上寺浄水場に汲み上げて、急速ろ過・塩素滅菌処理を行っています。 

戸原浄水場では浅井戸を水源とし、浄水場において膜ろ過処理を行っています。 

 

浄 水 場 名  上寺浄⽔場 ⼾原浄⽔場 

所 在 地 上寺３５０番地 川⼾ 773-1 

水 源 種 別  浅井⼾・表流⽔ 浅井⼾ 

取 水 地 点  
今宿１３９番地１、中井２４番地、 

春安７０番地５ 
川⼾ 709-1 

浄 水 処 理 ⽅ 法 
⾼速凝集沈殿池、急速ろ過、前塩、後塩処理、PAC、

ソーダ灰 
膜ろ過 

給 水 能 ⼒  １２，０００ｍ３/日 ４７１ｍ３/日 

給 水 区 域  

 

区域全部によるもの 

庄能、今宿、中広瀬、⼭⽥、⿅沢、御名、千本屋、

野、船元、下広瀬、中井、鶴木 

区域の一部によるもの 

⼭崎、元⼭崎、上寺、横須、門前、加生、春安、

段、⾦⾕、上⽐地、中⽐地、下⽐地、須賀沢、 

⾼所、中、三⾕、神⾕、矢原、岸⽥、野々上、 

三津、梯、五十波、⽥井、与位、清野、杉ヶ瀬、 

木ノ⾕、生⾕、下町、宇野、片⼭、下牧⾕、 

上牧⾕、大⾕、東下野、中野、上ノ、葛根、土万、

塩⼭、大沢、木⾕、市場、⾼下、⻘木、塩⽥ 

区域の一部によるもの 

川⼾、宇原、下宇原 

 

３．原水及び水道水の状況 

（１）原水の状況 

揖保川水系については、降雨等による濁水発生、油類による突発汚染について、浄水処理

に注意を要します。 

また汚染要因を踏まえた適切な浄水処理を行っており、水道水は水質基準を十分満たして

おり、安全で良質な水です。 

水道におけるクリプトスポジリウム等の対策指針に基づき、原水のクリプトスポリジウム、

ジアルジア及び大腸菌、嫌気性芽胞菌の検査を年１回実施します。 
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水源の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管 理上 着目す べき 項目 

上寺浄⽔場 ・地下⽔と揖保川⽔系よ

り取⽔ 

・気候に影響される 

・⽔源付近の農薬の存在 

・クリプトスポリジウムなど病原生微生

物の存在 

・降⾬時、急激な濁度の上昇がある 

・油類による突発汚染 

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 

・鉄及びその化合物 

・蒸発残留物 

・農薬類（115 項目） 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

⼾原浄⽔場 ・年間通じて安定している ・⽔源付近の農薬の存在 

・クリプトスポリジウムなどの病原性微

生物の存在 

・代掻き期の濁度上昇 

・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

・蒸発残留物 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

 

（２）供給水（浄水）の状況 

水道水の状況は、原水の汚染要因を踏まえて適切な浄水処理を行っているので、これまで

の結果によると、水質基準を十分満たしており、安全で良質な水です。 

平成１６年４月に水道法が改正に伴い、過去３ヵ年の水質検査結果により、水質基準項目

で測定項目の省略が示され、これまで測定必須項目であったものが省略できるようになり、

年４回のうち３回は測定項目の省略による検査を実施します。 

供給水（浄水）の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管 理上 着目す べき 項目 

上寺浄⽔場 ・年間通じて安定している 

 

・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

・降⾬の影響による配⽔残塩の変動 

・薬品(PAC)の凝集性効果が弱く動

向に注意 

・塩素酸 

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 

・蒸発残留物 

・全有機炭素（TOC）の量 

・⾊度、濁度 

・ランゲリア指数 

⼾原浄⽔場 ・年間通じて安定している ・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

 

・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

・蒸発残留物 

・ランゲリア指数 
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４．定期の水質検査 

（１）採水場所 

① 原水 

原水の水質検査については、上寺浄水場では揖保川の表流水及び今宿取水場、中井水源

地、段水源地で採水し、戸原浄水場では川戸水源地で採水を行い検査します。 

② 浄水 

毎月検査（９項目）については、上寺系では配水系別に１０箇所、戸原系では２箇所の

給水栓で実施します。 

全項目検査（年４回）の採水については、６箇所の給水栓で実施します。 

毎日検査については、１０箇所で色及び濁り並びに消毒の残留塩素の検査を給水栓で実

施します。 

また、２２箇所の自動水質監視装置で２４時間監視しています。 

 

５．水質検査項目及び検査頻度 

（１）水道法で検査が義務付けられた項目です。 

ア 浄水毎月９項目検査（一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ＰＨ値、味、臭

気、色度、濁度）については、１ヶ月に１回検査を実施します。 

イ 浄水全項目検査（５２項目）については、年４回のうち３回は測定項目の省略によ

る浄水検査を実施（上寺、塩田、上ノ上、戸原、下宇原）します。また、与位につい

ては、年４回のうち２回は測定項目の省略による検査を実施します。上寺、戸原にお

いては、有機フッ素化合物の一つであるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）

及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検査を年 4 回実施します。 

ウ 水道水の安全性を確保するため、兵庫県水質検査管理計画に基づき、浄水検査を年

2 回実施（与位）します。 

エ 原水水質検査（３９項目）については、水道水の安全性を確保するため、兵庫県水

質検査管理計画に基づき、表流水の検査を年２回実施（今宿河川）し、その他は年１

回実施（今宿、中井、段、戸原）します。今宿の検査については、表流水と地下水が

取水井内で混合しており、個別採水が困難である為、混合水とし、中井及び段水源地

においては、地下水の検査を実施します。今宿河川においては、有機フッ素化合物の

一つであるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸

（PFOA）の原水検査を年 1 回実施します。 

 

（２）臭気物質の検査 

臭気物質（ジェオスミン、２－メチルイソボルネオール）については、発生時期（夏場）

に２回浄水検査を実施します。 

（３）水質管理目標設定項目（２５項目） 

水質管理上留意したほうが良いとされる項目です。  

ア ２５項目については、年１回浄水検査を実施します。（上寺、塩田、上ノ上、与位、

戸原、下宇原） 
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イ 水道水の安全性を確保するため、兵庫県水質検査管理計画に基づき、原水と浄水の

水質検査（原水１３項目・農薬１１５項目（今宿河川）、浄水５項目（与位）につい

ては、年２回実施します。 

 

（４）クリプトスポリジウム等検査 

クリプトスポリジウム、ジアルジア及び大腸菌、嫌気性芽胞菌の原水検査を年 1 回実施し

ます。 

（５）原水必要項目 

ア 水道水の安全性を確保するため、兵庫県水質検査管理計画に基づき、アンモニア態

窒素、ＢＯＤ、ＳＳの検査を年２回実施します。（今宿河川） 

イ アンモニア態窒素、ＢＯＤ、ＳＳ、侵食性遊離炭酸の検査を年１回実施します。 

（今宿取水場） 

ウ アンモニア態窒素、侵食性遊離炭酸の検査を年１回実施します。 

（中井、段、戸原） 
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⽔質検査地点  系統図（⼭崎区域）

◇ ◇ 【凡　例】
☆ △ 毎日検査地点 ○

☆ 毎月検査地点 ◎
○ ◇ 全項目検査地点（原⽔） ◇
◎ ☆ ○ 全項目検査地点（浄⽔） □

◎ 農薬検査地点 △
□ 自動⽔質監視装置 ☆

☆
(第２)

☆

○ ◎
◎ □
□ ☆ ☆ ○ ○

(第２) ◎ ◎
☆

□

☆
☆ ☆ ☆
(第２) (第２)

☆
☆

☆
☆ ☆

☆

☆ ○
○ ☆ ◎
◎

◎
☆ ☆

○
◎

今宿取⽔場
(揖保川・浅井⼾)

上寺浄⽔場

上寺配⽔池

上ノ上
配⽔池 上ノ上地区

⻘木第２Ｐ

段⽔源地
(浅井⼾)

中井⽔源地
(浅井⼾)

塩⽥地区

塩⽥配⽔池

明延配⽔池

上ノ上
第１・２Ｐ

大⾕配⽔池

下町Ｐ

梯地区

梯配⽔池

梯第１・２Ｐ

五十波配⽔池

五十波Ｐ

清野地区

三⾕Ｐ

須賀沢第１Ｐ 須賀沢第２Ｐ

三⾕配⽔池 三⾕地区

明延第１・２Ｐ

大⾕第１・２Ｐ

下町配⽔池 与位Ｐ

上⽐地地区 上⽐地⾼区

上⽐地特⾼区

木⾕配⽔池

⾼下配⽔池

清野配⽔池

清野中継所与位配⽔池

与位地区

⻘木配⽔池

中井
(接合井)

大沢地区

大沢配⽔池

大沢Ｐ

塩⼭配⽔池

塩⼭Ｐ

葛根配⽔池 塩⽥Ｐ

⾼下Ｐ

木⾕Ｐ

上⽐地Ｐ

⻘木第１Ｐ

木⾕地区
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⽔質検査地点  系統図（⼾原区域）

◇
☆

☆

□

〇
□

◎

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬検査地点 △
自動⽔質監視装置 ☆

川⼾⽔源地
（浅井⼾）

⼾原浄⽔場
⼾原配⽔池

川⼾地区

宇原地区

下宇原地区
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一宮町 

２．水道事業の概要 

宍粟市一宮町には、神戸、嶋田、染河内、西深、三方・繁盛、草木・千町、黒原・井内、三方

北部浄水場があります。神戸、嶋田、西深、三方・繁盛、草木・千町、黒原・井内、三方北部は、

浅井戸を水源とし、染河内は、表流水を水源としています。各浄水場において急速ろ過・塩素滅

菌処理をしています。 

 

浄 水 場 名 神⼾浄⽔場 嶋⽥浄⽔場 染河内浄⽔場 

浄水場所在地 東市場字大⻄ 257 嶋⽥字湯の郷 849－29 東河内字椴ヶ段 2332－76 

水 源 種 別 浅井⼾ 浅井⼾ 表流⽔（滝⾕川） 

取 水 地 点 嶋⽥字⻄川 53 嶋⽥字⽯橋 310－１ 東河内字椴ヶ段 2332－48 

浄水処理⽅法 急速ろ過 急速ろ過 急速ろ過 

給 水 能 ⼒ １，２６６ｍ３/日 １４７ｍ３/日 ５８７ｍ３/日 

給 水 区 域 曲⾥、嵯峨⼭、中安積、三林、 
杉⽥、⻄安積、閏賀、東市場、 
須⾏名、伊和、安⿊の各一部 

嶋⽥の一部 下野⽥、上野⽥、能倉、福⽥、 
⼭⽥、中坪、本⾕の各一部 

 

浄 水 場 名 ⻄深浄⽔場 三⽅・繁盛浄⽔場 草木・千町浄⽔場 

浄水場所在地 ⻄深字池⽥ 57－４ 森添字井⼝ 96 千町字大⾕ 509－6 

水 源 種 別 浅井⼾ 浅井⼾ 浅井⼾ 

取 水 地 点 ⻄深字池⽥ 57－４ ① 森添字井⼝ 96 
②三⽅町字梅ヶ坪 229－４ 

千町字大⾕ 509－6 

浄水処理⽅法 急速ろ過 急速ろ過 急速ろ過 

給 水 能 ⼒ ５７０ｍ３/日 ９４５ｍ３/日 ５２ｍ３/日 

給 水 区 域 福知、生栖、楽⾥、⻄深、 
深河⾕の各一部 

三⽅町、森添、東公文、 
⻄公文、河原⽥、福野、福中、
上岸⽥、百千家満、横⼭、倉床
の各一部 

草木、千町の各一部 

 

浄 水 場 名 ⿊原・井内浄⽔場 三⽅北部浄⽔場 

浄水場所在地 ⿊原字奥⼭ 452－2 公文字志倉 1955－1 

水 源 種 別 浅井⼾ 浅井⼾ 

取 水 地 点 ⿊原字奥⼭ 450－1 公文字堤ヶ⾕ 1987－4 

浄水処理⽅法 急速ろ過 急速ろ過 

給 水 能 ⼒ ９９ｍ３/日 １７ｍ３/日 

給 水 区 域 ⿊原、井内の各一部 公文⼩原、溝⾕の各一部 
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３．原水及び水道水の状況 

（１）原水の状況 

一宮町の水道は、揖保川水系の本流及び支流河川の表流水及び地下水を水源とする８つの施

設があります。水質は、自然環境の恵みに支えられて、非常に清廉で良好な状態を保っていま

す。 

しかし、突発汚染事故や微量化学物質、降雨時の急激な濁度上昇など、さまざまな課題を抱

えています。 

水道におけるクリプトスポリジウム等の対策指針の基づき、原水のクリプトスポリジウム、

ジアルジア及び大腸菌、嫌気性芽胞菌を年１回実施します。 

 

それぞれの水源の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管理上着目すべき項目 

神⼾浄⽔場 

・ 揖保川本流より岡城川や染
河内川の影響を受ける 

・ ⽔質は年間を通じて安定し
ている 

 

・ ⽔源付近の農薬の存在 
・ クリプトスポリジウムなどの病原性微

生物の存在 
・ 代掻き期の濁度上昇 
・ ⼯場や住宅等からの排出⽔ 

・ 大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
・ 農薬類（115 項目） 
 

嶋⽥浄⽔場 

・ 揖保川本流より⼭間部から
の伏流⽔が多い 

・ ⽔質は年間を通じて安定し
ている 

・ ⽔源付近の農薬の存在 
・ クリプトスポリジウムなどの病原性微

生物の存在 
・ ⼯場や住宅、家畜等からの排出⽔ 

・ 大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
・ 農薬類（115 項目） 

染河内浄⽔場 

・ 染河内川⽔系滝⾕川より取
⽔している 

・ 気候に非常に影響される 
 

・ 降⾬時の急激な濁度上昇がある 
・ 近年渇⽔期に⽔量不⾜になる 
・ クリプトスポリジウムなどの病原性微

生物の存在 

・ 大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
 

⻄深浄⽔場 

・ 三⽅川の影響を受ける 
・ ⽔質は年間を通じて安定し

ている 

・ ⽔源付近の農薬の存在 
・ クリプトスポリジウムなどの病原性微

生物の存在 
・ 代掻き期の濁度上昇 
・ ⼯場や住宅、家畜等からの排出⽔ 

・大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
・ 農薬類（115 項目） 
 

三⽅・繁盛 
浄⽔場 

・ ⽔質は年間を通じて安定し
ている 

・ 第 1 ⽔源（浄⽔場内）は
渇⽔期に枯渇ぎみである 

・ 第１⽔源は公文川の影響、
第2⽔源は⾼野川の影響が
大きい 

・ ⽔源付近の農薬の存在 
・ クリプトスポリジウムなどの病原性微

生物の存在 
・ 代掻き期の濁度上昇 
・ ⼯場や住宅、家畜等からの排出⽔ 

・ 大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
・ 農薬類（115 項目） 
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浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管理上着目すべき項目 

草木・千町 
浄⽔場 

・ 原⽔に基準値以上のマンガ
ンを含む 

・ 気候、降⾬の影響を非常に
受ける 

・ 大⾕川の影響を受ける 
 

・ マンガンの存在 
・ 降⾬時の急激な濁度の上昇 
・ クリプトスポリジウムなどの病原性微

生物の存在 
・ 不法投棄による油などの突発汚染

事故の発生 

・ 鉄及びその化合物 
・ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 
・ 大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
 

⿊原・井内 
浄⽔場 

・ ⿊原川の影響が非常に大き
い 

・ 気候特に降⾬の影響を受け
る 

・ 不法投棄による油などの突発汚染
事故の発生 

・ クリプトスポリジウムなどの病原性微
生物の存在 

・ 降⾬時の急激な濁度の上昇 

・アルミ二ウム及びその化合物 
・ 大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
 

三⽅北部 
浄⽔場 

・ 志倉川の影響が非常に大き
い 

・ 気候特に降⾬の影響を受け
る 

・ 不法投棄による油などの突発汚染
事故の発生 

・ クリプトスポリジウムなどの病原性微
生物の存在 

・ 降⾬時の急激な濁度の上昇 

・ 大腸菌 
・ 嫌気性芽胞菌 
・ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 
 
 

 

（２）供給水（浄水）の状況 

各水源によって含まれる物質は若干違いますが、水質基準等に適合しています。 

平成１６年４月に水道法改正に伴い、過去３ヵ年の水質検査結果により、水質基準項目で測

定項目の省略が示され、これまで測定必須項目であったものが省略できるようになり、年４回

のうち３回は測定項目の省略による検査を実施します。 

 

それぞれの供給水（浄水）の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管理上着目すべき項目 

神⼾浄⽔場 

・ 年間通じて安定して安定し
ている 

 

・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 

・ 硝酸態窒素及び亜硝酸態
窒素 

・ 蒸発残留物 
・ ランゲリア指数 
・ 塩素酸 

嶋⽥浄⽔場 

・ 年間通じて安定して安定し
ている 

 

・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 

・ ランゲリア指数 
・ 塩素酸 

 

染河内浄⽔場 

・ 年間通じて安定して安定し
ている 

・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 

・ ランゲリア指数 
・ 塩素酸 
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浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管理上着目すべき項目 

⻄深浄⽔場 

・ 年間を通じて安定している ・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 
 

・ ランゲリア指数 
・ 塩素酸 

三⽅・繁盛 
浄⽔場 

・ 年間を通じて安定している ・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 
 

・ ランゲリア指数 
・ 塩素酸 

草木・千町 
浄⽔場 

・ 年間を通じて安定している 
 
 

・ マンガンの存在 
・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 

・ アルミ二ウム及びその化合物 
・ 鉄及びその化合物 
・ ﾏﾝｶﾞﾝ及び化合物 
・ ランゲリア指数 
・ 塩素酸 
 

⿊原・井内 
浄⽔場 

・ 年間を通じて安定している 
 

・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 
 

・ アルミ二ウム及びその化合物 
・ ランゲリア指数 
・ 塩素酸 

三⽅北部 
浄⽔場 

・ 年間を通じて安定している 
 

・ 塩素酸の上昇 
・ 残留塩素の変動 
・ 薬品(PAC)の凝集性の効果が弱

く、動向に注意 
 

・ 塩素酸 
・ ランゲリア指数 

 

 

４．定期の水質検査 

（１）採水の場所 

① 原水 

原水の水質検査については、各浄水場の原水流入口、またはサンプリング設備より採水し

検査します。採水は、８箇所で実施します。 

② 給水（浄水） 

毎月検査（９項目検査）については、各水道施設の給水区域（配水系統）を考慮して、１

２箇所の給水栓で実施します。 

全項目検査（年４回）については、８箇所の給水栓で実施します。 

毎日検査については、１５箇所で色及び濁り並びに消毒の残留塩素の検査を給水栓で実施

します。また、２９箇所の自動水質監視装置で２４時間監視しています。 
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５．水質検査項目及び検査頻度  

（１）水道法で検査が義務付けられた項目です。 

ア 浄水毎月９項目検査（一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ＰＨ値、味、臭気、

色度、濁度）については、１ヶ月に１回検査を実施します。 

イ 浄水全項目検査（５２項目）については、年４回のうち３回は測定項目の省略による

検査を実施します。有機フッ素化合物の一つであるペルフルオロオクタンスルホン酸

（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検査を年４回実施します。 

ウ 原水水質検査（３９項目）については、年１回実施します。 

※草木・千町の原水と浄水は、鉄及びその化合物・マンガン及びその化合物検査を年４

回実施します。  

（２）臭気物質の検査 

臭気物質（ジェオスミン、２－メチルイソボルネオール）については、発生時期（夏場）に

２回浄水検査を実施します。 

（３）水質管理目標設定項目（２５項目） 

水質管理上留意したほうが良いとされる項目です。 

ア ２５項目については、年１回浄水検査を実施します。 

イ 農薬１１５項目については、水源の周囲に農地のある４施設（神戸、嶋田、西深、三

方・繁盛）について、農薬散布時期（６月～７月）に１回浄水検査を実施します。 

（４）クリプトスポリジウム等検査 

クリプトスポリジウム、ジアルジア及び大腸菌、嫌気性芽胞菌の原水検査を年１回実施し

ます。 

（５）原水必要項目 

ア アンモニア態窒素、ＢＯＤ、ＳＳの検査を年１回実施します。 

  （染河内） 

イ アンモニア態窒素、侵食性遊離炭酸の検査を年１回実施します。 

  （神戸、嶋田、西深、三方・繁盛、草木、千町、黒原・井内、三方北部） 
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　　⽔質検査地点  系統図（神⼾区域）

◇
☆

☆

   

☆ ☆

○ ◎ □ △ ○ ◎

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬類検査地点（原⽔） △
自動⽔質監視装置 ☆

神⼾⾼区配⽔区

神⼾⽔源地

神⼾浄⽔場

神⼾配⽔池

（浅井⼾）

神⼾減圧槽

安積配⽔区 杉⽥・⻄安積配⽔区

神⼾低区南部配⽔区

⻄安積加圧ポンプ場中安積加圧ポンプ場

⻄安積配⽔池

神⼾低区北部配⽔区

中安積配⽔池
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　　⽔質検査地点  系統図（嶋⽥区域）

☆
◇

  

☆

○ ◎ □ △

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬類検査地点（原⽔） △
自動⽔質監視装置 ☆

嶋⽥配⽔区

嶋⽥浄⽔場

嶋⽥配⽔池

嶋⽥⽔源地
（浅井⼾）
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　　⽔質検査地点  系統図（染河内区域）

☆
◇

☆

 

☆ ☆

○ ☆ ☆

◎ ○
□ ◎

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬類検査地点（原⽔） △
自動⽔質監視装置 ☆

中坪加圧ポンプ場

福⽥配⽔池中坪配⽔池

中坪配⽔区 上野⽥減圧槽

能倉減圧槽
兼加圧ポンプ場

東河内・能倉・上野⽥

中坪減圧槽

下野⽥配⽔区

⼭⽥第１減圧槽

⼭⽥第２減圧槽

東河内配⽔区

本⾕取⽔場
（揖保川⽔系染河内川）

本⾕第１減圧槽

本⾕第２減圧槽

本⾕配⽔区

東河内配⽔区

染河内浄⽔場

本⾕配⽔池
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　　⽔質検査地点  系統図（下三⽅区域）

  
  

☆
◇

☆

 

☆

 

○ ☆ ○

○ ◎ ☆

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬類検査地点（原⽔） △
自動⽔質監視装置 ☆ ○ ◎ □ △

福知配⽔区

生栖・深河⾕配⽔区

生栖配⽔区

福知第１減圧槽

福知第２減圧槽

深河⾕第１減圧槽

深河⾕第２配⽔池

深河⾕第２減圧槽

深河⾕第１配⽔池

深河⾕第２加圧Ｐ場

深河⾕第３加圧Ｐ場

⻄深浄⽔場

⻄深配⽔池

⻄深⽔源地
（浅井⼾）

生栖第２配⽔池

福知配⽔区 福知第２配⽔池

福知・生栖・⻄深
配⽔区

福知第１配⽔池

福知第１加圧Ｐ場 生栖第１配⽔池

深河⾕第１加圧Ｐ場福知第２加圧Ｐ場
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　　⽔質検査地点  系統図（下三⽅区域）

☆

   

 

◇  
☆  

 
☆

☆

 

☆

○ ◎

◎ □

【凡　例】
毎日検査地点 ○

☆ 毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬類検査地点（原⽔） △

○  ○ △ ☆ 自動⽔質監視装置 ☆

釜河内配⽔区 ⾼野配⽔池

百千家満・三⽅町・福野・福中
公文・河原⽥配⽔区

繁盛配⽔区

倉床配⽔池

倉床加圧ポンプ場

倉床配⽔区

⾼野配⽔池釜河内配⽔池

公文第１加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場

公文配⽔池兼

⾼野加圧ポンプ場

三⽅・繁盛浄⽔場

第２⽔源地
（浅井⼾）

第１⽔源地
（浅井⼾）

百千家満減圧槽

繁盛配⽔区

第２加圧ポンプ場

横⼭減圧槽

公文減圧槽

公文・森添配⽔区

三⽅配⽔区

釜河内加圧ポンプ場

横⼭配⽔池
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　　⽔質検査地点  系統図（草⽊・千町区域）

  

◇
☆

☆

○ ◎ □
【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬類検査地点（原⽔） △
自動⽔質監視装置 ☆

（浅井⼾）
草木・千町⽔源地

草木配⽔区

草木・千町第２減圧槽

下千町配⽔区

草木・千町浄⽔場

草木・千町配⽔池

草木・千町第１減圧槽

上千町配⽔区
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　　⽔質検査地点  系統図（⿊原・井内区域）

 

◇
☆

☆

○ ◎ □

  

　　⽔質検査地点  系統図（三⽅北部区域）

   

◇
☆

○ ◎ □
【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
農薬類検査地点（原⽔） △
自動⽔質監視装置 ☆

三⽅北部浄⽔場

⼩原・溝⾕配⽔区

三⽅北部配⽔池

⿊原・井内浄⽔場

⿊原・井内第１配⽔池

⿊原・井内第２配⽔池

⿊原・井内⽔源地
（浅井⼾）

⿊原・井内配⽔区

三⽅北部⽔源地
（浅井⼾）
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波賀町 

２．水道事業の概要 

宍粟市波賀町には、原、鹿伏、道谷、戸倉、日ノ原浄水場があります。 

各施設の水道とも水源は、全て表流水を水源としており、原浄水場は、急速ろ過・塩素滅菌

処理をしています。鹿伏、道谷、戸倉、日ノ原浄水場は、緩速ろ過・塩素滅菌処理をしていま

す。 

 

浄 水 場 名 原浄⽔場 ⿅伏浄⽔場 道⾕浄⽔場 

浄水場所在地 原 545 ⿅伏 99-1 道⾕字道⾕ 

水 源 種 別 表流⽔ 表流⽔ 表流⽔ 

取 水 地 点 ⾚⻄国有林 120 林班 ⿅伏 99-1 道⾕字道⾕ 

浄水処理⽅法 急速ろ過 緩速ろ過 緩速ろ過 

給 水 能 ⼒ １,８８０ｍ３/日 ３５ｍ３/日 ９６ｍ３/日 

給 水 区 域 日⾒⾕、⾕、⼩野、今市、 

安賀、⻫木、有賀、上野、 

⽔⾕、皆木、飯⾒、野尻、 

原有賀、原の各一部 

⿅伏の一部 

 

 

 

道⾕の一部 

 

 

 

 

 

浄 水 場 名 ⼾倉浄⽔場 日ノ原浄⽔場 

浄水場所在地 ⼾倉 128 日ノ原 93-2 

水 源 種 別 表流⽔ 表流⽔ 

取 水 地 点 ⼾倉 128 日ノ原 129-3 

浄水処理⽅法 緩速ろ過 緩速ろ過 

給 水 能 ⼒ ３８ｍ３/日 ３６ｍ３/日 

給 水 区 域 ⼾倉の一部 日ノ原の一部 
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３．原水及び水道水の状況 

（１）原水の状況 

原水は、人家の無い上流部から取水しており、処理した水道水は水質基準を十分満たした

安全で良質な水です。しかし、降雨時の急激な濁度上昇が考えられます。 

水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づき、原水のクリプトスポリジウム、

ジアルジア及び大腸菌、嫌気性芽胞菌の検査を年１回実施します。 

 

それぞれの水源の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管 理上 着目す べき 項目 

原浄⽔場 

・⾚⻄川より取⽔している 

・⽔質は年間通じて安定して

いる 

・クリプトスポリジウムなど病原性微

生物の存在 

・降⾬時の濁度上昇 

・土砂等で取⽔⼝が閉塞 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

⿅伏浄⽔場 

・平桑川より取⽔している 

・⽔質は年間通じて安定して

いる 

・クリプトスポリジウムなど病原性微

生物の存在 

・降⾬時の濁度上昇 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

道⾕浄⽔場 

・ミチタニ川より取⽔している 

・⽔質は年間通じて安定して

いる 

・クリプトスポリジウムなど病原性微

生物の存在 

・降⾬時の濁度上昇 

・渇⽔期に⽔量不⾜ 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

⼾倉浄⽔場 

・⾚⾕川より取⽔している 

・⽔質は年間通じて安定して

いる 

・クリプトスポリジウムなど病原性微

生物の存在 

・降⾬時の濁度上昇 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

 

日ノ原浄⽔場 

・マンガ⾕川より取⽔している 

・⽔質は年間通じて安定して

いる 

・クリプトスポリジウムなど病原性微

生物の存在 

・降⾬時の濁度上昇 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 
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（２）供給水（浄水）の状況 

各水道施設について、水道水は水質基準を満たしております。 

平成１６年４月に水道法が改正に伴い、過去３ヵ年の水質検査結果により、水質基準項目

で測定項目の省略が示され、これまで測定必須項目であったものが省略できるようになり、

年４回のうち３回は測定項目の省略による検査を実施します。 

 

それぞれの供給水（浄水）の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水質管理上着目すべき項目 

原浄⽔場 

・年間通じて安定している ・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

･薬品(PAC)の凝集性が弱く、動向

に注意 

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 

・ランゲリア指数 

・塩素酸 

⿅伏浄⽔場 

・年間通じて安定している 

 

・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

・ろ過池での除去性能が弱く、動向

に注意 

・ランゲリア指数 

・塩素酸 

 

道⾕浄⽔場 

・年間通じて安定している ・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

・ろ過池での除去性能が弱く、動向

に注意 

・ランゲリア指数 

・塩素酸 

 

 

⼾倉浄⽔場 

・年間通じて安定している ・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

・ろ過池での除去性能が弱く、動向

に注意 

・ランゲリア指数 

・塩素酸 

・ジクロロ酢酸 

・トリクロロ酢酸 

日ノ原浄⽔場 

・年間通じて安定している ・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

・ろ過池での除去性能が弱く、動向

に注意 

・ランゲリア指数 

・塩素酸 
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４．定期の水質検査 

（１）採水場所 

① 原水 

原水の水質検査については、表流水及び浄水場原水流入口より採水し検査します。 

採水は、５箇所で実施します。 

② 浄水 

毎月検査（９項目）については、各水道施設の給水区域（配水系統）を考慮して、７箇

所の給水栓で実施します。 

全項目検査（年４回）については、７箇所の給水栓で実施します。 

毎日検査については、８箇所で色及び濁り並びに消毒の残留塩素の検査を給水栓で実施

します。また、８箇所の自動水質監視装置で２４時間監視しています。 

 

５．水質検査項目及び検査頻度 

（１）水道法で検査が義務付けられた項目です。 

ア 浄水毎月９項目検査（一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、PH 値、味、臭

気色度、濁度）については、１ヶ月に１回検査を実施します。 

イ 浄水全項目水質検査（５２項目）については、年４回のうち３回は測定項目の省略

による検査を実施します。有機フッ素化合物の一つであるペルフルオロオクタンスル

ホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検査を年４回実施します。 

ウ 原水水質検査（３９項目）については、年１回実施します。 

（２）臭気物質の検査 

臭気物質（ジェオスミン、２－メチルイソボルネオール）については、発生時期（夏場）

に２回浄水検査を実施します。 

（３）水質管理目標設定項目（２５項目） 

水質管理上留意したほうが良いとされる項目です。２５項目については、年１回浄水検査

を実施します。  

（４）クリプトスポリジウム等検査 

クリプトスポリジウム、ジアルジア及び大腸菌、嫌気性芽胞菌の原水検査を年１回実施し

ます。 

（５）原水必要項目 

アンモニア態窒素、ＢＯＤ、ＳＳの検査を年１回実施します。 

 （原、戸倉、道谷、鹿伏、日ノ原） 
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　　⽔質検査地点  系統図（波賀区域）

〇 ◇ ☆

☆

☆

〇 ◎ □

◎ □

☆

◎ □

【凡　例】
〇 毎日検査地点 ○

毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □

〇 自動⽔質監視装置 ☆

（⾚⻄川・表流⽔）
⾚⻄取⽔場

みちの丘
中継ポンプ

皆木ポンプ場

皆木配⽔池
トチタニポンプ場

みちの丘
⾼架⽔槽

みちの丘
りんご園ウルシ⾕配⽔池

原不動滝公
園

飯⾒配⽔池

配⽔池
原浄⽔場

飯⾒地区の一部

⽔⾕配⽔池

⽔⾕ポンプ場

奥⽔⾕配⽔池

⽔⾕地区の一部

⽔⾕地区の一部

坂配⽔池飯⾒地区の一部

⾕ポンプ場

⾕配⽔池

⾕地区の一部

⻫木ポンプ場

⻫木配⽔池

⻫木地区の一部

有賀配⽔池

安賀配⽔池

安賀地区

今市 ⼩野

日⾒⾕地区

25/32



　　⽔質検査地点  系統図（⽇ノ原区域） 　　⽔質検査地点  系統図（⿅伏区域）

◇ ☆ ◇ ☆

〇 ◎ □ 〇 ◎ □

　　⽔質検査地点  系統図（⼾倉区域） 　　⽔質検査地点  系統図（道⾕区域）

◇ ☆ ◇ ☆

〇 ◎ □ 〇 ◎ □

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
自動⽔質監視装置 ☆

⼾倉地区 道⾕地区

日ノ原取⽔場

（表流⽔）

（表流⽔） （表流⽔）

⼾倉浄⽔場 道⾕⽔場

配⽔池 配⽔池

⿅伏取⽔場

（表流⽔）

⿅伏⽔場

配⽔池

⿅伏地区

⼾倉取⽔場 道⾕取⽔場

日ノ原浄⽔場

配⽔池

日ノ原・音⽔地区
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千種町 

２．水道事業の概要 

宍粟市千種町には、千草、西河内浄水場があります。 

千草は、伏流水を水源とし、西河内は、浅井戸を水源としています。各浄水場において膜ろ

過システム・塩素滅菌処理を導入しています。 

 

浄 水 場 名 千草浄⽔場 ⻄河内浄⽔場 

浄 水 場 所 在 地 千種町河呂 60 千種町⻄河内 1036-1 

水 源 種 別 伏流⽔ 浅井⼾ 

取 水 地 点 千種町河呂字大森 21 千種町⻄河内字森ノ下 1020 

浄 水 処 理 ⽅ 法 膜ろ過 膜ろ過 

給 水 能 ⼒ ５３４ｍ３/日 １，２８６ｍ３/日 

給 水 区 域 千草、中島、河呂、室、岩野辺、七野、

⿊土の各一部 

岩野辺、河呂、⻄⼭、下河野、河内、⻄河内、

室、七野、鷹巣、奥⻄⼭の各一部 

 

 

３．原水及び水道水の状況 

（１）原水の状況 

宍粟市千種町の取水施設については、千草取水場と西河内取水場の２箇所に点在しており、

千草取水場は千種川の伏流水から取水し、西河内取水場は浅井戸による取水方法です。 

千草浄水場の原水は、河呂地内の千種川河床に設けた集水埋管により集水井に導水する表

流水的要素の高い伏流水であり、清澄な水質であるが降雨時の急激な濁度上昇などさまざま

な課題を抱えていました。浄水処理として膜ろ過方式を導入したことから、水質基準を十分

満たした良質で安全な水となっています。 

西河内浄水場は、浅井戸による取水であり、水温の比較的低い清澄な水質です。浄水処理

として、膜ろ過方式を導入して、水質基準を十分満たした良質で安全な水となっています。 

クリプトスポリジウム等対策指針に基づき、原水のクリプトスポリジウム、ジアルジア及

び大腸菌、嫌気性芽胞菌の検査を年１回実施します。 
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水源の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水 質 管 理 上 着 目 す べ き 項 目 

千草浄⽔場 ・千草取⽔場は千種川の伏

流⽔､ 

・⽔質は年間通じて安定して

いる 

 

・クリプトスポリジウムなどの病原

性微生物の存在 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

⻄河内浄⽔場 ・⻄河内浄⽔場は浅井⼾取

⽔ 

 

・降⾬時の濁度上昇 

・クリプトスポリジウムなどの病原

性微生物の存在 

・ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ､ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

・大腸菌 

・嫌気性芽胞菌 

 

 

（２）供給水（浄水）の状況 

平成１６年４月に水道法が改正に伴い、過去３ヵ年の水質検査結果により、水質基準項目

内の測定項目が省略され、年４回のうち３回は測定項目の省略による検査を浄水検査を実施

します。 

 

供給水（浄水）の状況、課題については下記のとおりです。 

浄 水 場 名 水 質 状 況 問 題 点 水 質 管 理 上 着 目 す べ き 項 目 

千草浄⽔場 ・年間通じて安定している ・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

・塩素酸 

・ランゲリア指数 

⻄河内浄⽔場 ・年間通じて安定している ・塩素酸の上昇 

・残留塩素の変動 

・塩素酸 

・ランゲリア指数 

・ジクロロ酢酸 

・トリクロロ酢酸 
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４．定期の水質検査 

（１）採水場所 

① 原水 

原水の水質検査については、各取水場の原水流入口で採水し検査します。 

採水は、２箇所で実施します。 

② 供給水（浄水） 

毎月検査（９項目）については、各水道施設の給水区域（配水系統）を考慮して３箇 

所の給水栓で実施します。 

全項目検査（年４回）については、３箇所の給水栓で実施します。 

毎日検査については、７箇所で色及び濁り並びに消毒の残留塩素の検査を給水栓で実施

しています。また、２箇所の自動水質監視装置で２４時間監視しています。 

 

５．水質検査項目及び検査頻度 

(１）水道法で検査が義務付けられた項目です。 

ア 浄水毎月９項目検査（ 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素(TOC)

の量）、ＰＨ値、味、臭気、色度、濁度）については、１ヶ月に１回検査を実施します。 

イ 浄水全項目検査（５２項目）については、年４回のうち３回は測定項目の省略によ

る検査を実施します。有機フッ素化合物の一つであるペルフルオロオクタンスルホン

酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検査を年４回実施します。 

ウ 原水水質検査（３９項目）については、年１回実施します。千草においては、有機

フッ素化合物の一つであるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフル

オロオクタン酸（PFOA）の原水検査を年 1 回実施します。 

（２）臭気物質の検査 

臭気物質（ジェオスミン、２－メチルイソボルネオール）については、発生時期（夏場）

に２回浄水検査を実施します。 

（３）水質管理目標設定項目（２５項目） 

水質管理上留意したほうが良いとされる項目です。２５項目については、年１回浄水検査

を実施します。 

（４）クリプトスポリジウム等検査 

クリプトスポリジウム、ジアルジア及び大腸菌、嫌気性芽胞菌の原水検査を年１回実施し

ます。 

（５）原水必要項目 

ア アンモニア態窒素、ＢＯＤ、ＳＳの検査を年１回実施します。 

  （千草） 

イ アンモニア態窒素、侵食性遊離炭酸の検査を年１回実施します。 

  （西河内） 
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　　⽔質検査地点  系統図（⻄河内系）

◇ ☆ 〇 ◎ □

☆

〇

〇

〇

〇

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
自動⽔質監視装置 ☆ 〇 ◎ □

内海第２ポンプ場

内海第２配⽔池 鷹巣減圧槽 鷹巣地区

七野地区の一部
下河野地区

岩野辺地区の一部

内海第１配⽔池 岩野辺地区の一部

奥⻄⼭・室地区 岩野辺第２ポンプ場

岩野辺第２配⽔池 岩野辺地区の一部

岩野辺第３ポンプ場

内海第１ポンプ場

奥⻄⼭ポンプ場 河呂・⻄⼭・室地区 岩野辺第１ポンプ場

新宮ポンプ場 新宮配⽔池

奥⻄⼭配⽔池 岩野辺第１配⽔池 岩野辺地区の一部

河内地区河内ポンプ場 河内配⽔池

河内減圧槽

⻄河内取⽔場
（浅井⼾）

⻄河内浄⽔場
⻄河内・河内地区の一部

配⽔池
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　　⽔質検査地点  系統図（千草系）

◇ ☆

◎ □

〇

【凡　例】
毎日検査地点 ○
毎月検査地点 ◎
全項目検査地点（原⽔） ◇
全項目検査地点（浄⽔） □
自動⽔質監視装置 ☆

⿊土地区の一部

千草取⽔場
（千種川・表流⽔）

千草浄⽔場
配⽔池

千草・⿊土地区の一部
中島・七野地区の一部

⿊土ポンプ場

⿊土配⽔池

31/32



６．水質検査体制 

水質検査は、安全で、安心して水道水を利用できるよう水源である河川、井戸及び伏 

流水から蛇口にいたるまで定期的に実施し、検査項目は、微生物から化学物質まで多種多様

で極微量レベルの測定が求められるため、全ての検査を専門機関に委託し実施しております。 

 

７．臨時の水質検査 

以下の場合には、臨時の水質検査を行います。 

ア 定期検査により水質異常が判明した場合 

イ 水源水質に異常があった場合 

ウ 給水区域及びその周辺等に消化器系感染症が流行している場合 

エ 浄水過程に異常が発見された場合 

オ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合 

カ 水道利用者からの苦情があった場合 

キ その他、必要があると認められる場合 

 

８．水質検査委託機関の決定 

水質基準項目（９項目）及びその他の項目については、厚生労働省登録水質検査機関である

日本メンテナスエンジニヤリング㈱で実施します。 

 

９．関係者との提携 

ア 水道災害等には、兵庫県水道災害相互応援に関する協定、西播ブロック水道災害対策

連絡会議に参加し、関係機関との連携によって迅速な対応に努めます。 

イ 水質事故が発生した場合は、県及び龍野健康福祉事務所並びに厚生労働大臣の登録を

受けた業者と連携して現場調査及び水質検査を行います。 

 

１０．水質検査計画、検査結果の公表 

水質検査計画については、毎事業年度の開始前に策定します。公表方法は、上下水道課でホ

ームページ等により水質検査計画及び検査結果をご案内します。 

 

【お問い合わせ先】 

宍粟市建設部上下水道課（本庁） 

TEL ０７９０－６３－３１２８  FAX ０７９０－６３－０３０５ 
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